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令和７年度第２回 安全・安心まちづくり委員会 議事録 

 

日時：令和７年１０月７日(火) 

午後 2 時から午後 3 時 4 分まで 

場所：宮城県行政庁舎 11 階第二会議室 

 

○司会 

ただ今より、令和７年度第２回安全・安心まちづくり委員会を開会いたします。 

それでは開会にあたりまして、宮城県環境生活部長の末永より御挨拶を申し上げます。 

 

○末永部長 

皆さん、本日はお忙しいところ、本日の安全・安心まちづくり委員会に御出席を賜り

まして大変ありがとうございます。委員の皆様方におかれましては、日頃から防犯を始

め、安全・安心なまちづくりの県の施策に対しまして、御理解と御協力を賜っておりま

すことに、この場をお借りして改めてお礼を申し上げます。本委員会につきましては、

前回の会議で基本計画第５期の素案について御審議をいただきました。本日は前回の審

議内容を踏まえまして、中間案を作成しましたので、こちらについて御審議いただくこ

とになります。 

昨今の状況ですと、特殊詐欺、あるいはロマンス詐欺、ＳＮＳ型の投資詐欺のニュー

スが連日のように報道されておりまして、深刻な状況だと受け止めております。９月５

日の河北新報でしたが、県内では 70 歳代の男性が金塊など約１億 1000 万円を騙し取ら

れるなど、巨額の被害が生じている例もございます。 

こうした犯罪では、匿名流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウの関与が疑われる

わけですが、トクリュウ対策そのものは警察における捜査や摘発が主軸となって、安全

安心まちづくりの枠組みによる対応には限界があるところであります。しかしながら、

トクリュウによる犯罪であるかどうかにかかわらず、詐欺や強盗など個々の犯罪の被害

に遭わないようにするためには、私たちが「自らの安全は自らが守る」、「地域の安全

は地域が守る」という防犯意識を高めていくことが重要だと考えております。 

本日、皆様に御審議いただく計画は、県民一人一人の防犯意識を高め、犯罪の被害に

遭わないまちづくりを進めるために策定するものでございます。県といたしましても、

計画を踏まえ、犯罪の防止に向けて一層取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

この計画につきましては、県議会においても、10 月 27 日の常任委員会、環境福祉委

員会で議員の集中審議をいただく予定にしております。 

また、本日は関係事業の担当課としまして、教育委員会から学校の安全・安心な取り

組みを担当しております保健体育安全課、そして警察本部からは生活安全企画課、県民

安全対策課、少年課、サイバー犯罪対策課からそれぞれ出席させていただいております。

こうしたことからもお分かりになりますように、県庁組織の中で、関係部局横断で連携

しながらこの計画を策定し、取り組みを進めているところでございますので、本日、そ

ういったところも踏まえまして、県全体での議論を賜われればと思います。それではど

うぞよろしくお願いいたします。 
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○司会 

大変申し訳ございませんが、環境生活部長の末永につきましては公務のため、ここで

退席させていただきます。 

本日は委員 20 名中 12 名の方に御出席をいただいており、過半数を超えておりますの

で、安全・安心まちづくり委員会運営要領第２第２項の規定により、会議は有効に成立

しておりますことを御報告いたします。また、この会議は県の情報公開条例第 19 条の規

定に基づき、原則公開となります。議事録につきましては、まとまり次第、宮城県共同

参画社会推進課のホームページにおいて公表する予定としております。 

次に、前回の委員会で御紹介できなかった委員の方をここで御紹介させていただきま

す。五十音順に御紹介させていただきます。 

 

（委員紹介） 

 

なお、本日欠席の御連絡を頂戴しておりますのは、大内一郎委員、大槻ヴァレリアハ

ルエ委員、小野和徳委員、加藤宣時委員、中鉢晶子委員、八幡悦子委員、吉崎和宏委員

でございます。また、弓場成朗委員におかれましては、御所属の宮城県コンビニエンス

ストア等防犯連絡協議会の会長を御退任されたことに伴いまして、本委員会委員を辞さ

れたことを御報告いたします。 

なお、本日出席しております事務局職員と関連事業担当課職員につきましては、お配

りしております資料に記載の通りでございます。 

それでは、犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり条例第８条第５項の規定により、

ここからの議事につきましては、会長に進行をお願いしたいと存じます。成瀬会長、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○議長 

早速、事を進めたいと思います。次第３、協議事項、犯罪のないみやぎ安全・安心ま

ちづくり基本計画（第５期）の中間案について、事務局より説明願います。 

 

○事務局 

 それでは、「犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり基本計画（第５期）の中間案」

について、御説明申し上げます。 

 まず、資料の御説明をいたします。 

資料１は中間案の全文、資料２は中間案の概要です。また、参考資料が４つございま

す。本日は、主に素案からの変更点を御説明いたします。 

はじめに、資料１と、参考資料１をお手元に御用意願います。資料１では、素案から

の変更点について、下線を引いております。 

それでは、資料１の２ページを御覧ください。（４）イの３段落目に、他の計画との

関連性の整理について、追記しました。具体的な整理方法は、のちほど御紹介いたしま

す。 

 ３ページを御覧ください。「主な関連計画」の図の下部に、「宮城県警察各施策」を

追記しました。警察の施策は、基本的に計画の策定を伴いませんが、本計画の性質上、
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警察の役割は大きいことから、追記しました。 

 ４ページから６ページまでは、「宮城県の現状と課題」として、各種の統計データを

記載しております。素案では、現在の第４期計画のままとしておりましたので、今回更

新いたしました。この箇所については、全般的に更新していることから、下線は引いて

おりません。 

 なお、６ページの「宮城県の来日外国人の被害・検挙状況」のグラフは、前回の委員

会で御説明した参考資料から、新しく掲載したものです。 

 少し飛びまして、13 ページを御覧ください。下部の「主な事業（取組）」のうち、「地

域安全情報の提供」に「警察の施策」を追記しました。これは、表の下部に記載したと

おり、主な事業や取組が位置付けられている関連計画を記載したものです。関連計画が

ないものや、本計画で記載している事業については、計画名の記載をしておりません。 

さきほど、２ページの箇所で「他の計画との関連性の整理」を追記したと申し上げまし

たが、具体例が、ここでいう「警察の施策」となります。次ページ以降の事業や取組に

ついても、同一の記載をしております。 

 14 ページを御覧ください。イの○３つ目で、防犯ＣＳＲに関する記述を充実させまし

た。これは、前回の委員会における「防犯ＣＳＲの取組をもっと書き込んではどうか」

という御意見を反映したものです。 

 この御意見につきましては、参考資料１「安全・安心まちづくり委員会における意見

に対する反映事項について」の No.13 に記載しております。 

 少し飛びまして、21 ページを御覧ください。「方向性３」の標題を、「防犯上の配慮

が必要な者や機会に『応じた』安全対策の推進」といたしました。素案では、「応じた」

の箇所を「おける」としていました。 

 これは、前回の委員会における「情報発信の手法は、ターゲットを明確にするとよい」

との御意見に関連し、標題についても工夫してはどうか、という御提案を反映したもの

です。 

 この御意見につきましては、参考資料１の No.18 に記載しております。 

 なお、情報発信のターゲットの設定については、情報の受け手に届くような周知の仕

方を検討しているところです。参考資料１の No.１から No.４などでも、情報発信の仕方

について御意見をいただいております。 

一案として、例えば No.12 を御覧ください。ここでは、リーフレット発行に対する効

果測定について御意見がありました。この観点から、リーフレットに、アンケート機能

を付与することで、効果の測定や配布先の工夫などに活かすことを検討しております。 

 少し飛びまして、29 ページを御覧ください。エの○２つ目で、自身や他人の性的画像

を軽率に提供することを防止するとの記述を追記しました。これは、前回の委員会にお

ける「中高生が、性のデジタル被害の加害者にならないよう啓発をするべき」という御

意見を反映したものです。 

 この御意見につきましては、参考資料１の No.９に記載しております。 

 資料１の説明は以上です。次に、資料２を御覧ください。 

 資料２は、中間案の概要版です。これまでの説明と重複いたしますので、全て説明す

ることは省略いたしますが、拡充する箇所について改めて御説明いたします。裏面を御

覧ください。 



 

 - 4 -

 右側に「具体的推進方策」を記載しておりますが、四角で囲われた内容が、拡充する

取組でございます。 

 １点目の「県の防犯情報ウェブサイトの充実」は、県のホームページを工夫し、分か

りやすい地域安全情報の提供や、防犯ＣＳＲなど社会活動への参加促進につなげたいと

考えております。 

 ２点目の「やさしい日本語や多言語での情報発信」は、定住外国人や、観光などで来

県する外国人が増加していることから、外国人向けに、分かりやすく防犯情報を発信し

たいと考えております。 

 ３点目の「闇バイト」への関与防止は、主に若者による犯罪行為の未然防止対策の一

環で、出前講座などにより、闇バイトへの関与を防ぐ取組をしたいと考えております。 

 ４点目の「軽率な画像提供防止」は、ＳＮＳ等による軽率な行為について、出前講座

などにより、その危険性を周知していきたいと考えております。 

 ５点目の「県民の防犯設備の関心の創出」は、防犯カメラなどの防犯設備に触れても

らうことで、防犯設備そのものの関心を高めるとともに、防犯意識の向上にも資するよ

うな工夫をしていきたいと考えております。 

 次に、参考資料について御説明します。参考資料１を御覧ください。ただいま、一部

については御説明しましたが、その他の御意見について抜粋して御説明します。 

 No.６で、ＤＶや性暴力の出前講座を私立高校や大学で実施できないか、という御意見

がありました。 

 私立学校への出前講座については、保健福祉部子ども・家庭支援課に確認したところ、

昨年度は申込みがなかったことから実施がなかったとのことですが、実施自体は可能で

す。また、警察では私立高校１校に実施したとのことです。 

当課でも地域安全教室の中で実施可能ですが、不審者対応や特殊詐欺防止対策の申込

みが主となっており、近年実績はありません。防犯講座については、ニーズを把握しな

がら対応したいと考えています。 

 次に、No.15 で、小学生への啓蒙にデバイスやアプリを活用してはどうか、という御

意見がありました。アプリやメールの情報発信については、No.16、No19 の御意見もあ

りました。 

 こちらにつきましては、参考資料２「学校現場における防犯情報の経路」も併せて御

覧ください。こちらの資料は、当課が教育庁に確認した結果を取りまとめたものでござ

います。 

教育庁に確認したところ、学校現場における防犯情報の一般的な経路は、各学校が、

警察のセキュリティメールを受信し、その内容に応じて保護者へアプリやメールで発信

するとのことでした。また、児童生徒への防犯情報の伝達は、年齢や発達段階に応じた

配慮が必要なため、学校としては児童生徒へのタブレット等への直接配信は行わないこ

とが通例とのことでした。 

 次に、ただいま御紹介した御意見にも関連しますが、No.17 で、アプリによる防犯情

報の収集について御意見がございました。 

アプリにつきましては、現状では、防犯のためだけにアプリを作るということは課題

があると承知しています。県では、「ポケットサイン」の活用を推進しており、県内で

70 万人以上の方が登録しております。情報発信ツールとしてのポケットサインの利用に
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ついては、災害に関することがメインとなっておりますが、様々な情報を発信すること

は可能となっております。ポケットサインには限りませんが、まずは既存の枠組みの中

で活用できないか考えていきます。 

 次に、ポケットサイン関連として No.20 で、ポケットサインでアンケートを行い、ポ

イントを付与することで回答率を上げてはどうかという御意見がございました。 

 みやぎポイントを所管する企画部に確認したところ、ポイントに必要な予算は、概ね

ポイント相当分の金額ということで、大規模なイベントなどでなければ、それほど多額

の予算は要しない見込みです。また、さきほど申し上げたとおり、リーフレットにアン

ケート機能を付与すること自体は可能であることから、ポイントの付与も含み、アンケ

ート機能の活用を検討しています。 

 次に、No.22 で、安全・安心まちづくりの予算規模を知りたい、という御意見がござ

いました。こちらにつきましては、参考資料３「犯罪のないみやぎ安全・安心まちづく

り基本計画（第５期）における主な事業に係る予算額について」として取りまとめまし

たので、御覧ください。 

こちらの資料は、計画に記載した「主な事業（取組）」について、令和６年度と令和

７年度の当初予算を調査したものです。合計額は、右下のとおり令和６年度予算は約２

億 4000 万円、令和７年度予算は約２億 6000 万円でした。 

なお、右下の「注」のとおり、合計額は、重複を除いた額です。また、正規職員の人件

費及び公共事業に係る金額は含まず、個別に予算を算出するものが難しい事業について

は、「－」としています。このため、おおよその目安として御覧ください。 

 最後に、参考資料４の策定スケジュールを御覧ください。前回の委員会でも御説明し

ましたが、今後パブリックコメントを行い、来年、１月６日の第３回委員会で最終案を

御審議いただく予定です。 

しかし、本計画は宮城県議会の議決が必要な計画であり、できるだけ早期に文章を確

定させたいと考えております。このため、第３回委員会に先立ち、あらかじめ文書によ

る書面確認を行う予定ですので、よろしくお願いいたします。 

 本議事についての説明は以上です。 

 

○議長 

ただいま事務局から説明がありましたが、この説明について何か御質問、御意見等が

ございましたら、御自由に発言をお願いいたします。 

 

○青山委員 

説明ありがとうございました。意見に対する反映事項の参考資料１の№12 について確

認します。前回私が質問したのですが、これは施策の効果測定をしたらどうですかとい

う意味合いでしたが、主な反映箇所としてリーフレットの効果測定となるのは、なぜそ

う小さく捉えるのかと逆に感じました。 

私は施策自体がどのような成果があったのかという、全般的な効果測定を検討するべ

きだと考えています。前回はリーフレットを何枚作成したということを成果として報告

したので、これについて意見があったと承知しています。そうではなくて、安全・安心

まちづくりというものは、資料にありますとおり県民が安心して暮らせるまちづくりを
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進めるのが目的です。この目的のために「自分たちの町は自分たちで守る」や、「地域

の安全は地域で守る」という意識をつくることが大切だとうたっています。これが浸透

しているかどうかのアンケート調査を実施したらどうですかという意味合いでお話しし

たつもりです。 

また、資料 1 の 4 ページの、「宮城県の現状と課題」の中で「県内における安全・安

心まちづくりに向けての取組は、一定の成果が現れている」と言い切っていますが、こ

れは刑法犯認知件数を基に、人口で対比したあくまで量的なアプローチだと思います。 

安心・安全とは、やはり質的なものはどうか、体感治安とか肌感覚の治安の良さとい

うものを、今回の我々の施策でどの程度改善しているのか測定するのには、やはりアン

ケート調査が必要だと考えています。どうしてもまれなニュースには敏感に反応しがち

で、それに対して不安を覚えます。やはり、安心・安全というものは県民の意識をある

程度反映させる必要があるのではないかと思ってお話ししました。 

ですから、リーフレットの数や発信の効果はあくまで部分的な問題であって、私は施

策の全般的な効果測定を検討すべきだと考えています。前回も話しましたが、効果測定

というものは相当難しい話で、専門的知識も交えた効果測定を、今後検討されたらいか

がかということが私の意見です。 

 

○事務局 

少し取り違えている部分がありまして大変失礼いたしました。今のお話で、おっしゃ

っていることはよく分かりました。この安全・安心まちづくりに関する施策を、どうや

って効果測定していくかということは、簡単にできることではないと思いますので、学

識経験者の方も含めて、どういった形で効果測定ができるのか、是非、検討したいと考

えております。 

 

○青山委員 

継続検討ということですね。 

 

○事務局 

はい。 

 

○高橋委員 

今の話について、前回の委員会で確認したときに、事務局からは県民意識調査でそれ

らを反映しているという説明があったと思いましたが、県民意識調査との整合性はどう

なっていますか。 

 

○事務局 

県民意識調査はその項目だけではなく、様々な項目を聞いている中の１項目として当

該年度で選ばれたものを実施しております。 

おそらく青山委員がおっしゃっているのは、単発ではなく、もう少し継続的なところ

も含めた調査を想定されていると思います。県民意識調査は毎年度実施できるものでは

ありませんので、そういった意味での効果測定は何ができるのかを含めて考えていきた
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いとお話しさせていただきました。 

 

○高橋委員 

中間案の 6 ページの下のグラフの「宮城県の来日外国人」の説明ですが、計画の資料

として、公開の資料として使われていくことを想定するのであれば、この「宮城県の来

日外国人」という表現は、どのような外国人を含むのかが分かりにくいと感じました。

ほかの刑法犯認知件数なども含めて「県内の犯罪の発生」という言い方をしていたので、

この「宮城県の来日外国人」とは、住んでいる人なのか、それも全て含めて宮城県にい

た人なのか、その辺の説明があったほうがいいと感じました。 

 

○事務局 

誤解のないように見ていただけるように補足、もしくは言葉の言い回しを変えさせて

いただきます。 

 

○議長 

このグラフにおける「来日外国人」とはどういう意味ですか。定住者も含めてなのか、

それとも観光等で訪れる人だけですか。 

 

○事務局 

来日外国人の捉え方は、警察の統計から引用しております。詳しい定義を今持ってい

ませんでしたので、注記などで、言葉の定義を分かりやすいようにいたします。 

 

○議長 

分かりました。後ほど補足してもらえるということでお願いいたします。 

 

○五十嵐委員 

先ほど来日外国とはどのような方々なのかについて発言がありましたが、それに関連

して、参考資料 1 の№17 に、「観光客も情報収集アプリで情報が得られたらいいと思い

ます」という意見に対し、県の回答は、「ポケットサインがあります」ということでし

た。ポケットサインは県に定住してマイナンバーを持たれている方が登録して初めてき

ちんとした機能が使えるものという認識です。とすると、例えばこの外国人の中に旅行

者が含まれた場合、彼らはどういった形で情報を収集することができるのかという疑問

です。 

 

○事務局 

ポケットサイン自体は今お話いただいたとおりマイナンバーカードと紐づくものです。

外国人も取り込めるような形で今後整備がなされるという風には聞いていますが、旅行

者まで対象にしているかというとそうではないと思います。旅行者に対して情報を届け

るかは、お話ししておりますやさしい日本語でお伝えする場合に、どこで観光客に伝え

るかが一番ポイントになると思いますので、アプリではなくて違う手法ということに今

の時点ではなると思います。 
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○五十嵐委員 

おそらく宮城県のホームページを見てくださいなどという形で外国人の方に発信され

ると想定しておりました。 

 

○事務局 

あとは、例えば観光案内所などに御案内を置くといったところからまずは対応してい

くということになると思います。 

 

○議長 

今の質問は、資料 2 の裏面、方向性３、推進項目(8)だと思います。これに対応する資

料 1 の該当ページは 25 ページです。今回拡充する内容ということで囲ってありますが、

それに該当するものは 25 ページに載っていますか。 

 

○事務局 

主な事業として、観光情報センターなどでの情報発信などを想定して書いている部分

でございます。 

 

○議長 

この部分については、アプリは入ってないのですが、今の五十嵐委員のお話にあった

県のホームページ等は含まれていないということになりますか。 

 

○事務局 

もちろんそういった媒体も想定はしておりますので、主な事業としては書いておりま

せんが、そういった手法も使いながら情報提供していきたいと思っております。 

 

○議長 

五十嵐委員としては、具体的推進方策に「情報提供を行います」と記載している箇所

に、具体的にどのように行うのかについて書き込まなくて良いのかという御意見ですか。 

 

○五十嵐委員 

鋭いご指摘でございます。実は外国の方がどこに行かれているかということは、我々

は全く把握できない部分だと思います。今困ったという時に彼らがアクセスして情報を

得られる仕組みがなければ駄目だと思っております。例えば地震になり、公共交通機関

がどうなっているのか分からない場合には、それらをまとめる中核的なウェブページや

情報発信窓口があっても良いと思います。おそらく訪れる外国の方はスマートフォン端

末をお持ちだと思うので、どこにいても誰でもアクセスできるようなそういった方針で

何か一つ、文言を入れていただければいいと思っております。 

 

○議長 

具体的に記載していただいて、実際に実施すれば、全国的にもアピールできるような
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宮城県の特徴的な取り組みとなると思いますので、今の意見は非常に大事なことだと思

います。是非、この基本計画に具体的に盛り込んでいただければと思います。そうでな

くとも、実際に事業として推進していただきたいと思います。 

 

○事務局 

具体的な取り組みが分かるように、少し工夫をさせていただきたいと思います。 

 

○田中委員 

資料１の中間案の９ページの下の注１で、ながら見守りについての説明で、２行目の

「子ども」という文言は削除した方がよろしいかと思います。子どもに限らず、高齢者

や障害者といった様々な方を見守るのがながら見守りですので、８ページの図の見守り

も様々な方が含まれていますので、それとの整合性がとれなくなりますので、９ページ

の下の注１の「子ども」を削除すると良いかと思います。 

 

○事務局 

御指摘ありがとうございます。そのように修正させていただきます。 

 

○小野委員 

資料１の 23 ページの推進項目(7)の具体的推進方策イ、「障害者の犯罪被害の防止と

支援」という項目ですが、高齢者には具体的推進方策アの３つ目の項目に権利擁護とい

う文言が入っています。障害者には権利擁護という文言がないので、障害者の権利も守

るというということで入れていただきたいです。 

また具体的推進方策イの「障害者の犯罪被害の防止と支援」ですが、障害者の方は被

害者にもなりますが、加害者にもなるという状況が多いので、その辺の文言を入れてい

ただければと思います。 

 

○事務局 

１点目につきましては、障害者のところにも権利擁護を入れる工夫をいたします。 

２点目の加害者にもなり得ることにつきましては現場も踏まえた御意見かと思います

ので、そういった表記も含めて、効果的に表現できるように事務局で一旦検討させてい

ただきます。 

 

○田中委員 

資料１の 14 ページ、推進項目(2)の具体的推進方策アの２つ目の項目で、「防犯団体、

青色回転灯装備車両の運用団体に対する防犯パトロール講習を行い」という部分ですが、

これは県の施策なのか、警察の施策のどちらになるかと思っての質問です。警察でもホ

ットスポットパトロール事業という、これと同じことを行っているので、もし警察とは

別にやるとしたら重複するかもしれないと思ったので、確認の質問です。 

 

○事務局 

警察の施策のことを書いております。 
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○田中委員 

同じ 14 ページの注１、防犯ＣＳＲ活動の説明で、「子どもを見守り活動を行う」は「子

どもの見守り」でしょうか。 

 

○事務局 

申し訳ありません。訂正いたします。 

 

○五十嵐委員 

資料１の 29 ページ、推進項目(11)、「インターネット犯罪被害の防止と情報モラルの

推進」ですが、私は、総務省のｅ－ネットキャラバンの講師を務めております。ｅ－ネ

ットキャラバンではインターネットを安全・安心に利用してもらうため、小学校や中学

校などに「間違った使い方をしない、トラブルに巻き込まれないための“気づきのきっ

かけづくり”」を目的に、各講座を実施しております。生徒さんたちへの講座と併せて

保護者さん向けの講座も行っています。生徒さんたちは学校側のご支援もありとてもよ

く聞いてくれますが、保護者さん向けの講座になるとご家庭の都合もあるかと思います

が一気に出席率が低くなるという課題が上がってきております。保護者世代が思ってい

るインターネットの常識と、今のインターネットの常識がかなりかけ離れているので、

できればこの推進項目に、保護者さん方に対するインターネット利用リテラシー向上や

そういった啓蒙に関する文言も一つ加えていただけないかと思います。 

 

○事務局 

実態を踏まえた御意見だと思いますので、お預かりさせていただいて、検討させてい

ただきます。 

 

○議長 

資料１の 29 ページの具体的推進方策オ、「子どもを取り巻く情報化社会の現状に関す

る大人の理解度の向上」との関わりですか。 

 

○五十嵐委員 

はい。その部分です。 

 

○事務局 

そこに今の問題意識も含めて書き加えるような形でしょうか。 

 

○五十嵐委員 

 表現をどうするかについては迷うところですが、大人の理解を進めるのと併せて、自

分たちにも学びが必要だということについて、プッシュできる文言を加えていただけれ

ばと思います。 

 

○事務局 
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承知いたしました。 

 

○田中委員 

資料１の 31 ページ、推進項目(12)、「大麻をはじめとする薬物乱用の防止」の具体的

推進方策でアとイの２つありますが、基本的には危険性に対する周知啓発活動で対策が

止まってしまっている印象があります。例えば、オーバードーズの問題も、家庭環境に

問題のある子どもたちが、どこかにたむろして、そこでオーバードーズに陥るといった

こともよく確認されています。その対策として、いわゆる相談窓口の拡充が必要だと思

います。そういった青少年が何か困った時にどこかに駆け込めるとか、相談できるよう

な窓口の案内をするという啓発を含めてもいいと思いました。 

 

○事務局 

確かにおっしゃる通りでございますので、そういった安心して相談できる場というと

ころも、陥ってしまった次の段階としては必要なことかと思いますので、こちらもお預

かりさせていただいて、どのように表現できるか、検討させていただきたいと思います。 

 

○議長 

現在、県に薬物などの相談窓口はありますか。 

 

○事務局 

薬務課などの相談窓口はあろうかと思います。警察の少年相談事業でもあるかもしれ

ません。 

 

○議長 

相談窓口は子どもが相談する場所ですか、それとも親が相談する場所ですか。 

 

○田中委員 

どちらも含めて広く県民が薬物問題に係わったなど、心配がある時に相談できる窓口

はここですと周知できる体制も必要だと思いましたので、その情報を盛り込んだらいい

というのが私の意見です。 

 

○議長 

今あるならそれをもちろん広めていき、ない場合にどうするかということですね。 

 

○事務局 

幅広い視点であれば、当課で所管している子ども・若者総合相談センターで様々な相

談に応じています。薬物に絡む相談も当然入ってくる可能性はございます。何らかの相

談窓口というのはあろうかと思いますので、そういったところも踏まえて、少し検討さ

せていただきたいと思います。 

 

○藤沢委員 
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今、田中委員がおっしゃったことに関連です。陥ってしまう前の段階の活動と、手を

出してしまった人に向けての２段階があると思います。そのような人達は、「ここにあ

ります」という相談窓口には行かないと思います。公的な窓口を設けても勤務時間内し

か出来ません。そうではなくて、24 時間体制で。オーバードーズを調べたりする子ども

がいたとして、スマートフォンなどで調べると思います。よく「命が大切」や、自殺と

検索した時に、いのちの窓口が出てくると思います。検索した時に、そういう窓口につ

ながるといいと思います。わざわざそういう子たちはリーフレットを見たり電話をかけ

て聞いたりするのはごく少数だと思います。親が気づいて窓口に相談することはあると

思いますが、オーバードーズなどでは友達同士で薬を回したり、どこの薬局で何個買え

るという情報を回したりしているので、検索している時にそれが出てくるようにしても

らうと、はっと気づく子どもがいるのではないかと思います。そういう発信もリーフレ

ットや公の場と違って、その辺で若者が引っかかる場所に目立つ発信の仕方があれば、

より効果的で、未然に防ぐことについて効果はあると感じたので、是非そういう対策も

今後取り入れていただければと思っております。 

 

○青山委員 

資料１の 14 ページで先ほど田中委員が防犯ＣＳＲ活動についての定義的な部分の指

摘をしましたが、防犯ＣＳＲ活動をこのように定義すると、いわゆる宅配の子どもの見

守りだけという限定的になってしまうのでないかと感じています。本来、防犯活動とは

もっと多岐にわたる活動で、子どもの見守り活動だけではなくて、警察と協力して行っ

たり、その他防犯カメラの提供なども広い意味ではＣＳＲ、つまり企業の社会的責任を

果たすということになりますので、もう少し定義を検討されたらいかがでしょうか。こ

れは本文の記載をただ並べただけで、防犯ＣＳＲ活動とは何かと聞かれると、子どもの

見守りだと捉えられませんか。もう少し多岐にわたる定義を検討してみてはいかがでし

ょうか。 

 

○事務局 

おっしゃる通り、本文と同じような記載になっております。改めて定義について確認

をさせていただいて、様々な取り組みが想定される記述に改めさせていただきます。 

 

○高橋委員 

資料１の 32 ページの学校の関係です。具体的推進方策アの１つ目の項目が、「防犯の

啓発活動を実施し、学校等の安全対策や取り組みを促進します」という書き方になって

います。８ページで示したように環境整備は大きな３本柱の中の一つになっており、通

学路だけではなくて特に学校自体の安全も今とても地域でも保護者にも関心のある部分

ですので、広報します、点検しますだけではなく、環境整備と連動させた文言のほうが

いいと感じました。 

 

○事務局 

環境整備は、まちづくりという観点から、「こういう学校をつくります」や、「こう

いう道路をつくります」ということを、この計画でそこまで踏み込むことが難しいとこ
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ろがございます。まちづくりの考え方を掲げつつ、学校であれば学校、道路であれば土

木部といったようにそれぞれの事業があるところに、お願いをしているという実情にな

ります。何が書けるかは検討させていただければと思います。 

 

○高橋委員 

 犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり各種防犯指針には具体的にこうすると安全だ

ということまで記載しているので、他の集合住宅や大規模商業施設に関してもそうです

が、他の分量との割合を見て学校の書き方だけが薄いと感じました。 

特に栗原市立若柳小学校のように、侵入者がトラックで突っ込んできましたという事

案の時に、開かれた学校というものから、門扉を閉めて出入りの確認をしましょうとか、

校内の巡回を強化しましょうということを、ＰＴＡとも連携しながら各市町村でも取り

組んでいるので、もう少し具体的な市町村や地域の取り組みを書き込んでいった方がい

いと感じました。 

 

○事務局 

関係部局とも共有して、これまでの取組やこれからの方向性についての記載を検討し

たいと思います。 

 

○議長 

この後にパブリックコメントもあります。委員もパブリックコメントを出せますので、

お持ち帰りいただいて、この場では時間も限られていますので、うまくまとまらなかっ

たということがあれば、委員としても是非お送りいただいて、積極的に御意見いただけ

ればと思います。では、大体議論が出たということですので、事務局におかれましては、

本日説明いただいた方向性をもとに、いただいた御意見、御提案を踏まえて、最終案の

作成に励んでいただければと思います。 

最後に、委員の皆様から何かございましたらよろしくお願いいたします。 

 

（委員からの発言等なし） 

 

では、進行を事務局にお返しいたします。どうもありがとうございました。 

 

○司会 

成瀬会長、ありがとうございました。 

最後に事務局からの御連絡でございます。次回の審議会でございますが、先ほど課長

から申し上げました通り、来年、１月６日、火曜日を予定しております。日程が近づき

ましたらまた改めて御案内を差し上げますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

以上をもちまして本日の安全・安心まちづくり委員会の一切を終了いたします。あり

がとうございました。 

 


